
個人住民税特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化について

　令和６年度分以後の個人住民税特別徴収税額通知（納税義務者用）について、次の要件を満たす場合、eLTAXを
経由し、電子的に受け取ることが可能となります。
①　eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者である。
②　個々の納税義務者に個人住民税特別徴収税額通知（納税義務者用）を電磁的方法により提供することができる。
③　特別徴収義務者が個人住民税特別徴収税額通知（納税義務者用）を電子的に受け取ることを希望している。
　電子化される個人住民税特別徴収税額通知（納税義務者用）では、受給者番号で一部使用できない文字、文字列が
定められていますので、給与支払報告書の受給者番号データを作成する際は、ご注意ください。
※詳しくはeLTAX地方税ポータルシステムの「お知らせ」に掲載さ
れている「個人住民税特別徴収税額通知（納税義務者用）電子化
に係る特別徴収義務者向け特設ページ」を参照ください。

【URL】
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036




